
東北地方における減災対策の取組

平成３０年６月１日
東北地方整備局

雄物川における平成29年7月出水
の概要と対応
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成瀬ダム

田瀬ダム

鳥海ダム

鳴子ダム

筒砂子ダム
月山ダム

寒河江ダム

長井ダム

白川ダム

釜房ダム

七ヶ宿ダム

摺上川ダム

三春ダム

漆沢ダム
（治水専用化）

 雄物川では、７月(梅雨前線)、８月(前線)と２ヶ月連続で「氾濫危険水位」を超過し、
溢水による大規模な浸水被害が発生。
（平成３０年５月にも「氾濫危険水位」を超過。約１０ヶ月の間に３回目。）

 北上川では、８月(前線)に「氾濫危険水位」を超過。
 阿武隈川では、１０月(台風２１号)に「避難判断水位」を超過。

H29.7雄物川水系雄物川（国）
（秋田県秋田市・大仙市）

H29.8北上川水系北上川（国）
（岩手県花巻市）

H29.10阿武隈川水系阿武隈川（国）
（福島県郡山市）

東北地方の国管理河川で平成２９年に発生した主な出水

椿川
（13.1k）

神宮寺
（59.2k）

■累加雨量は多いところで３００ミリ超。
多くの観測所で２４時間雨量の観測史上最大を記録。

■椿川水位観測所（基準地点）では、昭和１１年の観測開始から最大の水位を記録。
神宮寺水位観測所では、第二位の水位を記録。

累加雨量レーダ 雄物川主要地点 水位状況

雄物川における平成２９年７月２２日出水の概要
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椿川

玉
川

秋田市

大仙市

秋田市

つばきかわ

じんぐうじ

横手市

大仙市

大仙市

神宮寺

雄物川における平成２９年７月２２日出水の浸水状況

 7月22日からの豪雨により、雄物川（国管理区間）沿川で浸水被害が発生。

 秋田市街地と大仙市街地間に位置する中流部において溢水し、家屋約７００戸が浸水。

■浸水面積 ※速報値
秋田市 ８．６km2（外水4.8km2、内水3.8km2）

大仙市 ２６．０km2（外水15.0km2、内水11.0km2）

横手市 １．４km2（内水1.4km2）

合計 ３６．０km2 （外水19.8km2、内水16.2km2）

外水氾濫

内水氾濫

雄物川

雄物川

新波地区

強首地区

平尾鳥地区

黒瀬地区

岩瀬・湯野沢地区

楢岡川地区

中村芦沢地区

寺館大巻地区

間倉地区

種沢地区

左手子地区

女米木地区

福部羅地区

横手市

⼀般被害情報（8/10 時点）※秋⽥県全体

死者・⾏⽅不明者 0名

家屋全壊 3棟（住家）
(⼤仙市 3棟)

家屋半壊 39棟（住家）
(⼩坂町1棟、仙北市6棟、横⼿市2棟、⼤仙市30棟)

床上浸⽔ 651棟（住家）
(秋⽥市152棟、由利本荘市16棟、仙北市11棟、
横⼿市210棟、美郷町1棟、⼤仙市261棟)

床下浸⽔ 1,511棟（住家）
（秋⽥県内10市7町合計）

秋⽥県災害対策本部（平成29年8⽉10⽇16時現在）
「平成29年7⽉22⽇からの⼤⾬による被害状況」より

秋⽥県⼤仙市間地区の浸⽔状況（平成29年7⽉23⽇撮影）

秋⽥県秋⽥市新波地区の被害状況（平成29年7⽉23⽇撮影）

雄物川

雄物川

雄物川における平成２９年７月２２日出水による被害状況
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7月22日 7月23日

H29.7洪水

氾濫危険水位：5.70m

避難判断水位：5.50m

リエゾン派遣

水位状況報告

3:30～6:00

沿川地区に順次発令

氾濫注意水位：5.00m

水位状況報告 間倉地区

(m)

8:00 
氾濫発生

7/24以降、被災状況調査の関係

で、ホットラインを3回実施。

(mm/h)

21:10 待機

0:50 出動

0:50 氾濫注意情報

2:30，4:50 
氾濫危険情報

氾濫発生情報

★：大仙市とのホットライン

●：エリアメール配信

●：避難情報

●：洪水予報

●：水防警報

既往最高水位
H23.6.24 7.74m

今回の洪水による最高水位
7月23日11:00 7.56m

湯沢河川国道事務所から⼤仙市へのホットラインの例
神宮寺⽔位観測所における⽔位とホットライン・避難情報発令のタイミング
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ホットライン（20:20）

ホットライン（22:20）

ホットライン（0:25）

ホットライン（1:35）

ホットライン（2:30）

ホットライン（3:04）

ホットライン（4:33）

ホットライン（6:35）

ホットライン（8:00）

ホットライン（8:39）

氾濫危険水位超過見込み、氾濫の可能性伝達

エリアメール配信連絡

リエゾン派遣

氾濫危険水位超過、（本川：神宮寺）
水位の見込み

氾濫危険水位超過
（支川玉川：長野）

溢水情報

市長から避難情報の報告

避難指示（22:30）
避難勧告・指示（3:30～6:00）

早いタイミングで避難勧告発令

氾濫危険水位超過見込み、氾濫の可能性伝達

3:13 緊急速報メール配信
（氾濫危険水位超過）

10:05 緊急速報メール配信
（氾濫発生）

ホットラインの様子

【人的被害ゼロ
】

 国管理区間では、事務所長等と市長等のホットラインを３市に延べ２１回実施。
 ホットラインにより、湯沢河川国道事務所長から大仙市長に河川の状況等を詳しく伝え

、それを受けた市長は、対象地域へ早いタイミングで避難指示を発令し、住民への避難
の呼びかけを実施。

 あわせて、国土交通省では、緊急速報メールにより河川情報を住民等に配信。

緊急速報メール

市町村 回数

秋田市 ６

大仙市 １３

横手市 ２

合計 ２１

雄物川における住民の避難を促すソフト対策

6

○国交省の事務所長からホット
ラインの度重なる情報提供がな
され、それを踏まえて、適時の避
難情報発令を行えた。

ホットラインへの大仙市長のコメント

平成２９年７月

神宮寺水位観測所 ▲

【特別養護老人ホーム 愛幸園】
・洪水に対する避難確保計画を追加改正（平成28年10月）
・近年洪水及び現地状況から、避難基準水位及び避難経路を設定
・避難確保計画に基づき、洪水に備え避難訓練を実施
※平成２８年台風１０号被害（岩泉町 高齢者グループホーム）の教訓を踏まえた対応

特別養護老人ホーム
「愛幸園」

避難所（平和中学校）

H28.11.25 避難訓練の様子

迅速な避難

【避難路計画】

避難所周辺の道幅が
狭く、スムーズなピスト
ン移送を考慮し、往路と
復路を事前に設定

【避難基準水位】
H23.6.24洪水時の水位、

避難時間等過去の経
験を基に基準水位を設
定
・神宮寺水位6.60m

※H23.6.24洪水で神宮

寺観測史上最高水位
7.74mを記録

職員15人待機
水位・気象情報収集

神宮寺水位
基準水位6.6m超過

避難開始

愛幸園の対応

23日 5:40

23日 7:30

22日夜

職員全員を招集

避難完了
23日 10:00頃

「避難確保計画の作成と避難訓練により、無事全員が避難」
〜⼤仙市 特別養護⽼⼈ホーム「愛幸園」の取り組み〜 【秋⽥県⼤仙市】

平成２９年７月
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○ホットライン実施後の市町村の主な意見

・避難勧告の判断材料として活用した
・水位情報は秋田県河川情報システム※と併用して
活用した
・引き続き実施して欲しい
※秋田県独自の水位情報等提供システム

水位等伝達河川数の状況
①避難判断水位

→ １１河川
②うち氾濫危険水位

→ ９河川
③さらに氾濫発生を伝達

→ ２河川

７月２２日～２３日
ホットライン実施河川
・現況水位、今後の水位
見込みを伝達

・小阿仁川(2)
・三種川(4)
・太平川(2)
・草生津川(1)
・猿田川(2)
・新城川(3)
・馬場目川(8)
・芋川(5)
・福部内川(3)
・斉内川(2)
・桧木内川(3)
１１河川35回実施
(  )内：実施回数

○避難準備・高齢者等避難発令の実例（三種町）

・11:50 避難判断水位到達
・12:06 市町村長への伝達、ホットライン完了
・12:20 避難準備・高齢者等避難発令

○被害状況（H29.8.16時点）

・人的被害 なし

・住家被害
全壊3 半壊39 床上浸水651 床下浸水1513

・土木施設被害
643件 約135億円

⽔防災意識社会再構築ビジョン効果事例 （秋⽥県 減災対策協議会）
県管理河川「ホットライン」実施により、迅速避難、⼈的被害ゼロ

○７月２２日～２３日梅雨前線が停滞・活発化、県内の多数の観測所で日雨量が観測史上
最大を記録する大雨となり、河川が多数氾濫したが、人的被害ゼロ。
○秋田県では、県管理河川１１河川の沿川５市３町１村に「ホットライン」を実施。
○実施市町村からも「避難勧告の判断材料として活用」等、迅速な避難につながった。

５市３町１村へ

県
平成２９年７月出水

雄物川における緊急治水対策の概要（直轄河川）

■雄物川中・下流部において、河川激甚災害対策特別緊急事業等を活用し、築堤、堤防嵩
上げ、河道掘削等を実施など緊急的・集中的に治水対策を実施。

じんぐうじ

神宮寺

椿川
つばきかわ

秋田市

大仙市

大仙市

H29.7洪水浸水範囲（外水）

基準点・主要地点
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20k

30k
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50k

60k

河川激甚災害対策特別緊急事業の概要
■事 業 費 約２１８億円 ※推進費を含む

■整備内容 堤防整備（築堤、嵩上げ） 等
■事業期間 平成２９年度～平成３４年度

日
本
海

輪中堤

輪中堤※７地域整備予定

堤防整備（築堤） ※イメージ図
H29.7洪水対応

凡 例

：堤防整備済み

：堤防整備（嵩上げ）

：堤防整備（築堤）

：河道掘削

秋田自動車道

秋田新幹線

淀
川→

堤防嵩上げ

H29.7洪水対応

既設堤防

河道掘削

▽計画高水位

平水位

河道掘削 ※イメージ図

可能な限り迅速に家屋浸水リスクを
軽減させる対策（輪中堤） ※イメージ図

河道掘削 170,000m3
事 業 費 1,720百万円

H29推進費（一般改修）

H29推進費（激特事業）

堤防整備（嵩上げ）6,800m
事 業 費 580百万円

河川激甚災害対策特別緊急事業区間

堤防整備（嵩上げ） ※イメージ図

無堤部

災害対策等緊急事業推進費の概要（一般改修）
■事 業 費 約１７億円
■整備内容 河道掘削
■事業期間 平成２９年度

(HWL-１m)

(HWL-１m)

平成２９年７月洪水を踏まえた緊急治水対策区間
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淀川
【秋田県】
※災害関連、
復緊 他

福部内川
【秋田県】
※推進費

上溝川
【秋田県】
※災害復旧助成 他

■甚大な浸水被害が発生した雄物川中・下流部において、国、秋田県が連携してハードとソフトが
一体となった『雄物川緊急治水対策』を実施。

【ハード対策】

■河川整備を緊急的、集中的に実施

よどかわ ふくべないがわ うわみぞがわ ならおかがわ

○淀川・福部内川・上溝川・楢岡川・
つちかいがわ あらわがわ

土買川・新波川 （補助事業：秋田県）

○雄物川 （直轄事業：国土交通省）

H29.7洪水外水氾濫
基準点・主要地点

※この他に内水氾濫した地域がある

楢岡川
【秋田県】
※災害復旧助成

土買川
【秋田県】
※災害関連

新波川
【秋田県】
※床上浸水

国及び秋田県による雄物川緊急治水対策

補助河川における緊急治水対策の概要

①

河川名 淀川

④

河川名 土買川
総事業費 約７５億円 総事業費 約８８億円
延 長 L ＝ ５．６km 延 長 L ＝ ２．８km

工事概要 築堤、河道掘削、橋梁架替等 工事概要 築堤、護岸、橋梁等

②

河川名 上溝川

⑤

河川名 楢岡川
総事業費 約７８億円 総事業費 約６３億円
延 長 L ＝ ４．９km 延 長 L ＝ ３．４km

工事概要 築堤、河道掘削、橋梁架替等 工事概要 築堤、護岸、橋梁、排水樋管等

③

河川名 福部内川

⑥

河川名 新波川
総事業費 約０．３億円 総事業費 約３０億円
延 長 L ＝ ２１０m 延 長 L ＝ ２．５km

工事概要 築堤 工事概要 築堤、河道掘削等

【実施事業】
・床上浸水対策特別緊急事業
・河川災害復旧等関連緊急事業
・河川等災害復旧助成事業
・河川等災害関連事業
・河川改修事業

■雄物川⼤規模氾濫時の減災対策協議会がとりまとめた「雄物川の減災に係る取組⽅針（平成28
年8⽉）」に基づき、「住⺠の避難を促すソフト対策」の推進を図るとともに、今次洪⽔の教訓等を踏ま
え、関係機関と協議のうえ「取組⽅針」を⾒直す。

タイムラインを活⽤した防災訓練等の実施

地域住⺠が参加する共同点検の実施

要配慮者施設が策定する避難計画への⽀援 地域特性を踏まえた家屋浸⽔対策の検討 等
（災害危険区域など⼟地利⽤と⼀体となった対策）

防災情報を共有できる体制の整備

戻す

取組方針
（H28.8策定,H29.5改定）

動かす

ねばる

氾濫時の緊急排⽔計画（案）の作成

洪⽔情報のプッシュ型配信、ホットライン

⽔害リスクを共有するための防災教育

雄物川おける緊急治水対策の概要（ソフト対策）

想定最⼤規模の洪⽔ハザードマップの作成・周知
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■今次洪⽔の教訓等を踏まえた「住⺠の避難を促すソフト対策」を推進。

○今次洪⽔を踏まえ横⼿市と湯沢河川国道事務所で11⽉2⽇
に実施

⽔害リスクを共有するための防災教育

○秋⽥県教育委員会「学校安全外部指導者派遣事業」に国⼟
交通省から講師として参加するなど、教育機関と連携した防
災教育を拡⼤実施

（写真は
左:H29.12.19秋⽥
市⽴勝平⼩学校、
右:H29.9.1秋⽥市
⽴⼟崎南⼩学校）

雄物川⼤洪⽔から70年・30年＋今次洪⽔ 巡回パネル展
〜雄物川の⼤⽔害を忘れないために〜

（写真は左：⼤仙市市⺠活動交流拠点センター
Anbee（アンベー）、右：ＪＲ⼤曲駅）

要配慮者利⽤施設への⽀援等
○要配慮者利⽤施設等を対象に防災ラジオを貸与予定(秋⽥市)

○想定最⼤規模の洪⽔ハザードマップを要配慮者利⽤施設等へ配布予定
(横⼿市、美郷町、東成瀬村)

○要配慮者利⽤施設の避難計画の作成及び訓練の促進(⼤仙市) （写真はH28.9から⼤仙市で避難
⾏動⽀援者や要配慮者利⽤施設等
へ無償貸与している防災ラジオ）

（写真は左：湯沢河
川国道事務所、右：
横⼿市）

防災マップの改訂と住⺠への周知

○雄物川流域の各地（21箇所）で7〜11⽉に実施

（写真は横⼿市での
実施状況）

○今次洪⽔を踏まえ⼤仙市・横⼿市でマップを全⾯
改訂
○横⼿市では改訂に伴う説明会を10〜12⽉に実施

タイムラインを活⽤したロールプレイング演習

参加者：
雄物川流域の自治体、
秋田県、秋田地方気象
台（総勢86名）

雄物川おけるソフト対策（平成２９年度の主な取組）

雄物川では、昨年７月と８月の二度にわたり、前線による大雨により氾濫が発生し、秋田市や
大仙市などにおいて多数の家屋浸水や交通網の寸断、孤立集落などが発生。
その時の対応状況について検証し、より一層減災に対する取り組みを充実させ、地域全体で洪

水に備えるため、第４回減災対策協議会を開催。

第4回協議会開催状況

開 催 日：平成30年1月19日（金）

会 場 ：大仙市大曲交流センター

構成機関：市町村、県、国、気象庁など11機関

議題内容：

・平成29年7月・8月洪水の概要とハード対策

・平成29年7月・8月の大雨における各機関の対応と検証

・平成29年7月・8月洪水に係るアンケート調査中間報告

第4回協議会概要

 今回の7月・8月洪水被害を受け、地域住民の防災意識の変
化を把握することが重要と認識。

 ７月豪雨で地域住民の方々が実際に取った行動から、地域
住民の方々の防災意識及び確実に避難へと繋がる情報の
内容や伝達方法について検討し、「雄物川の減災に係る取
組方針」へ反映。

アンケート調査概要

調査対象 ：大仙市から避難勧告、避難指示が出された地域
調査期間 ：平成２９年１０月３１日～平成３０年１月３１日
調査対象 ：７７４名（高校、自主防災組織、一般住民 等）

※秋田県においても同様のアンケート調査を別途実施

アンケート内容（抜粋）

大雨のとき避難した／しなかった。

避難した／しなかった理由は具体的に何ですか。

避難勧告や避難指示の発令を知っていたか。

緊急速報メールについて。必要性・役に立ったか。等

雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会

平成29年7月・8月洪水に係るアンケート調査
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回答者（大仙市内）の年齢構成

避難勧告等の発令区域内で避難された方 ２６％避難勧告等の発令区域内で避難された方 ２６％

2. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（避難された方113名）2. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（避難された方113名）

1. 回答者の属性1. 回答者の属性

（避難された方113名を対象に集計）

指定避難所に避難された方
が71%、次いで地区内の親
戚・知人宅に避難された方
が18%であった。

「親戚・知人に聞いた」方が32%と
最も多いが、「その他」は隣近所
からの情報とか市役所・民生委
員からの情報など様々であった。
（特に自主防災組織）

※率は複数回答124に対する割合

それぞれの回答が1/3程度であ
るが、自主防災組織の方々には、
避難勧告や避難指示が出されて
いて、かつ、「危険だと感じたか
ら」とか「地区内の消防団から促
されたから」と回答された方が多
い。※率は複数回答133に対する割合

「テレビ」と回答された方が最も多
いが、自主防災組織の方々は、
複数の情報元から「避難勧告や
避難指示」を知っていた方が多い。

※率は複数回答76に対する割合

集計数（大仙市内に在住の方）：774名

⇒避難勧告等の発令区域内：384名

・避難された方 ：101名

・避難していない方 ：283名

避難勧告等の発令区域外：390名

・避難された方 ： 12名

・避難していない方 ：378名

※H30.1.10時点集計【中間報告】

避難しなくても安全だと思った ８８％ 避難情報はテレビが最多 ４７％避難しなくても安全だと思った ８８％ 避難情報はテレビが最多 ４７％

3. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（発令区域内で避難しなかった・できなかった283名）3. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（発令区域内で避難しなかった・できなかった283名）

「避難しなくても安全だと思った」方が88%と最
も多いが、「避難するタイミングが解らなかっ
た（12名）」「避難しようとしたが雨や浸水など
で避難できなかった（12名）」「避難する場所が
解らなかった（2名）」との回答もあった。

※率は全体数241に対する割合

避難勧告や避難指示を知ったのは「テ
レビ」が47%、次いで「携帯メール」が29%
であった。

※率は複数回答310に対する割合

「気象情報を気にする程度で普段と変わら
ない」方が80%と最も多いが、「浸水に備え2
階など高いところに居た（17名）」との回答
もあった。

「これまでの経験から危険だとは思わ
なかった」方が63%と最も多い。「危険
だと思ったが何をすれば良いか解ら
なかった」と回答された方が3名いた。

「気象情報を気にする程度で普段と変
わらない」が66%と最も多いが、「浸水
に備えて2階など高いところに居た」と
回答された方が2名いた。

（知らなかった方35名）

（知っていた方241名）
※H30.1.10時点集計【中間報告】
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ハザードマップの認知 ６７％ 緊急速報メールの必要性 ９６％ハザードマップの認知 ６７％ 緊急速報メールの必要性 ９６％

4. 7月の大雨を経験した8月の大雨のときの行動、ハザードマップ・緊急速報メールの認知度（大仙市内の方774名）4. 7月の大雨を経験した8月の大雨のときの行動、ハザードマップ・緊急速報メールの認知度（大仙市内の方774名）

「受信した」方は462名（60%）であるが、「以前
から知っていた」方は345名（45%）であった。こ
の問いに対しては「無回答」も21%を占める。

※率は全体数774名に対する割合

「必要」と回答された方が96%を占める
が、「いらない」（情報が遅い（現状と合
わないため、など））と回答された方は7
名（2%）いた。

※率は受信した方462名に対する割合

緊急速報メールについて「避難するきっか
け」「避難勧告等の情報確認」「危険情報」
などへの役割としている方が88%を占める。

※率は複数回答493に対する割合

「特に変わらない」方が54%と最も多いが、「8月は避難した
（10名）」「情報に注意した（227名）」「早めに避難した（4名）」
「浸水に備えた（28名）」と30%以上の方が7月の大雨のときと
違った行動や注意をされていた。

※率は複数回答812に対する割合

「知っていたし内容も確認している」方は22%に留
まり、「知らない」方32%、「知っていたが内容は解
らない」方45%となっている。

※率は全体数774名に対する割合

緊急速報メールについて緊急速報メールについて

（受信した方）
（必要と回
答した方）

※H30.1.10時点集計
【中間報告】

 避難情報など防災情報の伝達⼿段の多重化（多様化）
 情報の意味や地区名など住⺠が認識・理解できる内容での情報発信
 平時から避難情報の意味やとるべき防災⾏動を住⺠へ周知
 災害に関する「⼼構え」と「知識」を備えた⼦供たちを育成する防災教
育の充実

アンケート調査結果から取り組むべき事項

 ⽔害に対する⽇頃の備えや避難情報の意味、避難する場合の⼼得、防
災情報の取得先などを記載した「防災広報チラシ」を毎年、梅⾬時期
前（６⽉想定）に各市町村広報誌配布に合わせ、全⼾配布する。

今後の取り組み（予定）

今後の取り組み今後の取り組み
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東北管内における取組事例

地元住民への説明試験運用状況
最上川水系和田川 （東置賜郡高畠町中瀬地区）

最上川上流 水防災意識社会再構築ビジョンの取組 （H29）

■水電池を利用した「簡易アラート」の試験運用
・羽越水害や近年の洪水で被害を被った支川和田川で、沿川住民の主体的な避難を促すことを
目的に設置した。

・警告灯に取り付けた「水電池」が水位上昇にともない浸水することで発電し、警告灯が点灯。
・「水電池」＋「警告灯」だけの簡易かつ安価な構造。
・地域住民の手による「防災福祉マップ」の作成にあわせ、高畠町・山形県・国の3者の協働で試
験運用するもの。

・今後、沿川自治体が主体となって設置し、避難情報を補うものとして活用されることに期待。

水電池
（上段：避難水位）
（下段：危険水位）

警告灯
（赤：避難水位）
（黄：危険水位）

（高畠町中瀬地区防災講座）
原理と構造

①危険水位到達
→ 電池に水が入り発電

①’ 黄色閃光灯
が発光

②避難水位到達
→ 電池に水が入り発電

②’ 赤色閃光灯
が発光

防滴BOX内に
水電池を収納

◆設置箇所は量水標、構
造物等、周囲に閃光状
態が分かる場所とする
。
（単管パイプ程度の柱
で十分。）

※当該箇所は最上川本川の背水区間である
。

町道

国
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■洪水時の避難指標を設定
・天童市樽川において、洪水時に避難の指標となる危険度に応じた基準水位を市・県・国 連携
のもと、市が地域合意を得て設定

・樽川は国や県による洪水予報の指定河川でないため避難の指標がなかったが、平成25、26年
等近年浸水が多発していた

・なお、基準水位設定に併せて河川水位警告灯を現地に設置
・これらの取組みにより行政の円滑な避難誘導だけでなく、住民の主体的な避難行動を期待

【参考：Ｈ25浸水状況】 【参考:市･県･国の調整状況】

〈設定フロー〉

現地調査
地域住民への聞き込み

過去最大水位上昇量の検証
リードタイムの検討

地 元 調
整

避難情報発令の基準となる

「避難判断水位」「氾濫危険水位」を
設定

氾濫危険⽔位(避難勧告) 4.0m (TP+87.4m)避難 全員避難

避難判断⽔位(避難準備・⾼齢者等避難開始) 3.3m (TP+86.7m)危険
⾼齢者等避難開始

【イメージ図
】

樽川堤防天端 4.6m

【参考：7/31現地説明会開催状況】

出席者
⾃主防災会役員（30⼈）
報道関係社 4社
天童市・⼭形県
・⼭形河川国道事務所

最上川上流 水防災意識社会再構築ビジョンの取組 （H29）

国

最上川上流 水防災意識社会再構築ビジョンの取組 （H29）

【これまでの取組】
・山形県天童市の樽川で、洪水時に避難の指標となる基準水位を市・県・国連携のもと地域住民の合意を得て設定。
・避難指標の設定に併せて河川水位警告灯を現地に設置。

【新たな取組】
・無堤防部である、平成25,26年浸水被害を受けた山形県大江町百目木地区において樽川と同様に
危険度に応じた基準水位を設定。説明会を実施し、地域住民と連携して取組を実施。

・避難指標の設定を協議会の取組方針に追加し、構成機関の市町村で取組を拡大。

洪水時の避難指標の設定について

【百目木地区住民説明会】
○出席者：大江町百目木地区住民２０名
○開催日：平成29年12月10日

～出席者からの意見～
・このような説明会はありがたい。
・防災無線が地区内に聞こえづらいので洪水時には心配
⇒頂いた意見を基に取組の推進に努める説明会実施状況

国
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最上川上流 水防災意識社会再構築ビジョンの取組 （H29）

国

洪⽔時の避難指標設定の取り組み

東北初！角田市・丸森町・亘理町・山元町が手を取り合い、
大規模氾濫時における避難の連携について協定を締結！

名取川・阿武隈川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会

角田市長
丸森町長

亘理町長
山元町長

【背景・概要】
• ⼤規模氾濫時には、⻑期間で、広範囲かつ
⾮常に深い浸⽔の発⽣が想定されており、
市町で指定した避難所が活⽤出来ない可能
性がある。

• 阿武隈川沿川市町での枠組みを超えた避難
の連携を検討。

• 「名取川・ 阿武隈川下流等⼤規模氾濫時
の減災対策協議会」のメンバーであり、隣
接する４市町による⼤規模氾濫時の避難の
連携について協定を締結。

• 避難場所の相互援助については、協定市町
間で、可能な限り援助活動を⾏う。

隣接市町⻑間で協定を締結して
おくことにより、隣接市町からの
避難者受け⼊れに掛かる⼿続きの
円滑化につながり、地域住⺠の安
⼼かつ早めの避難が可能となる。

国
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県

○岩手県では、近年の台風や洪水被害を踏まえ、河川の状況を確認できる画像の配信を平
成30年3月から開始しました。

○平成28年台風第10号による被害の大きかった岩泉町の小本川、安家川などを含む県が管
理する全ての水位周知河川でカメラ画像を配信しています。

トップ画面の右上にある
「カメラ画像」をクリック

「カメラ位置図」から
閲覧したい箇所をクリック

「岩手県河川情報システム」をイ
ンターネット検索

○画像閲覧方法

⽔防災意識社会再構築ビジョン取組事例（岩⼿県 減災対策協議会）

県管理河川における⽔位監視体制の強化について

県

【河川情報システムの公開画面】 小本川（赤鹿）
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